
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

確 認 事 項 ： Ｑ １ ． 貴 社 の 税 申 告 に つ い て  

  

【 企 業 様 ご 回 答 欄 】（ ご 記 入 お 願 い い た し ま す 。）  
 

      （ 都 ・ 道 ・ 府 ・ 県 ）       （ 区 ・ 市 ・ 町 ）  

【 企 業 様 ご 回 答 欄 】（ ど ち ら か に 〇 を お 願 い い た し ま す 。）  
 

青 色 申 告 で あ る   ・   青 色 申 告 で は な い  

企 業 様 向 け お 手 続 き 資 料  

貴 社 名 ：             様  
  

本 シ ー ト は 、 企 業 版 ふ る さ と 納 税 を 通 じ た 企 業 様 か ら の ご 寄 附 の 申 し
出 に 伴 う 事 務 手 続 き を 開 始 す る 前 に 、 事 前 に 企 業 様 及 び 松 浦 市 に お い て
確 認 を 行 う た め の シ ー ト と な っ て お り ま す 。  

下 記 の 確 認 事 項 の 赤 字 下 線 部 分 に 必 要 事 項 を ご 記 入 、 ま た は 〇 で 囲 ん

で 頂 き ま す よ う お 願 い い た し ま す 。  

企業版ふるさと納税  寄附事務手続前確認シート  

確 認 事 項 ： Ｑ ２ ． 貴 社 の 本 社 所 在 地 に つ い て  
  

※ 税 制 上 の 優 遇 措 置 を 受 け る こ と が で き る 法 人 は 、 外 国 法 人 を 含 め 「 青 色 申 告 書 」 を 提 出 し て い る  

法 人 に な り ま す 。  

※ 「 青 色 申 告 」 と は 、 複 式 簿 記 形 式 に よ り 帳 簿 に 記 録 し 、 そ れ に 基 づ き 所 得 を 申 告 す る 制 度 で す 。  

※ 企 業 版 ふ る さ と 納 税 の 税 制 上 の 優 遇 措 置 が 適 用 さ れ る た め に は 、 法 人 の 本 社 が 松 浦 市 外 の  

地 方 公 共 団 体 に 所 在 し て い る こ と が 要 件 と な っ て お り ま す 。  

※ 本 社 所 在 地 と は 、 地 方 税 法 上 の 「 主 た る 事 務 所 又 は 事 務 所 が 所 在 す る 地 方 公 共 団 体 」 の こ と で す 。  

確 認 事 項 ： Ｑ ３ ． 寄 附 先 の プ ロ ジ ェ ク ト 及 び 寄 附 金 額  
  

【 企 業 様 ご 回 答 欄 】（ 金 額 の ご 記 入 お 願 い い た し ま す 。）  
  ※ 寄 附 金 額 は １ ０ 万 円 か ら と な っ て お り ま す 。  
 

※ 確 認 事 項 は 裏 面 に も ご ざ い ま す 。  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

確 認 事 項 ： Ｑ ４ ． 寄 附 金 の 納 付 時 期 に つ い て  
  
 【 企 業 様 ご 回 答 欄 】（ ご 記 入 お 願 い い た し ま す 。）  

 
令 和    年    月    旬 頃  

確 認 事 項 ： Ｑ ５ ． 貴 社 の 決 算 月 及 び 税 申 告 月 に つ い て  
  
 【 企 業 様 ご 回 答 欄 】（ ご 記 入 お 願 い い た し ま す 。）  

 
決 算 月 ：    月  ・  税 申 告 月 ：    月  

※ 寄 附 金 額 は 全 額 を 損 金 算 入 す る こ と が で き ま す 。  

 （ 但 し 、決 算 に お い て 、損 金 が 収 益 を 上 回 る 場 合 は 、税 負 担 軽 減 効 果 が 受 け ら れ な い 場 合 が あ り ま す 。） 

※ 法 人 諸 税 の 税 額 控 除 の 優 遇 措 置 （ 令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日 以 降 に 開 始 す る 法 人 の 事 業 年 度 か ら 適 用 ） は  

 税 目 別 で は 以 下 の 通 り と な っ て お り ま す 。 な お 、 寄 附 を 行 っ た 法 人 の 税 額 控 除 は 、 実 際 に 寄 附 を  

 行 っ た 日 が 属 す る 事 業 年 度 に 適 用 さ れ ま す 。  

 （ 決 算 に お い て 、 税 額 控 除 の 対 象 と な る 法 人 諸 税 （ 法 人 住 民 税 、 法 人 税 、 法 人 事 業 税 ） に 控 除 が  

  で き る 金 額 が 無 い 場 合 は 、 優 遇 措 置 を 適 用 す る こ と は で き ま せ ん 。  

確 認 事 項 ： Ｑ ６ ． 寄 附 の 公 表 に つ い て  
  
 【 企 業 様 ご 回 答 欄 】（ ど ち ら か に 〇 を お 願 い い た し ま す 。）  

市 ホ ー ム ペ ー ジ 等 の 広 報 媒 体 に よ る 公 表 を 予 定 し て お り ま す 。  
   

【 企 業 名 の 公 表 】  可  能   ・   不 可 能  
                

【 寄 附 額 の 公 表 】  可  能   ・   不 可 能  

確 認 事 項 ： Ｑ ７ ． 貴 社 の ご 担 当 者 様 に つ い て  

  
 【 企 業 様 ご 回 答 欄 】（ ど ち ら か に 〇 を お 願 い い た し ま す 。）  

 
 （ １ ） 所      属                                      

 
（ ２ ） 役 職  ・  お 名 前                                      
  
（ ３ ） 連 絡 先 電 話 番 号                                      

※ 確 認 事 項 は 以 上 に な り ま す 。 ご 記 入 あ り が と う ご ざ い ま し た 。  


